
介護保険制度のおもな改正ポイント令和8年度

●冊子に掲載している内容については、今後見直される場合があります。

令和8年4月から

令和8年8月から

●介護保険料の第1段階と第2段階、第4段階と第5段階を分ける金額が変わりました。

●施設サービス等を利用した際の基準費用額（食費）と、低所得者の負担限度額（居住
費等・食費）の一部が変わる予定です。

●高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費の支給要件の一部が変わる予定です。

　市の職員などを名乗り、介護保険の給付費・保険料の払い戻しや徴収と偽っ
て金銭をだまし取るなどの詐欺が頻発しています。
　市では、給付費や保険料などを銀行やコンビニなどのATM（現金自動預払
機）を使って払い戻したり、暗証番号を聞いたりすることはありません。
　また、個別訪問徴収を行う場合は、職員証を携帯した職員が伺います。
　不審な電話や訪問があったときは、その場で対応せずにお住まいの区役所
か警察署へご相談ください。

不審な電話や還付金詐欺にご注意
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利用できるサービス 12
●在宅サービス　自宅を中心に利用するサービス
●地域密着型サービス　地域のニーズに応じて提供されるサービス
●施設サービス　介護保険施設に入所して利用するサービス
●地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）
●地域包括支援センターのご案内

　介護保険制度は、加齢に伴う心身の変化があっても、尊厳を大切にしながら
“その人らしい自立した生活”を続けられるよう支える仕組みです。「自立」に
は、身の回りのことを自分で行う身体面だけでなく、物事を自分の意思で選び
決める精神面、地域とのつながりを保つ社会面も含まれます。
　自立を支えるためには、①自分で決めること、②これまでの暮らしをできる
だけ続けられるよう支援を受けること、③自分でできることは続けることが大
切です。必要に応じて適切な支援やサービスを利用することで、自分らしい生
活を送りましょう。

　介護保険サービスの利用は、心身の状態に合わせて作成される「ケアプラン」
に基づいています。介護保険サービスは医療とも連携しながら提供され、要介
護状態の軽減や悪化防止にもつながります。

　「以前できていたことが、やりにくくなってきた」と感じたら、お住まいの区
の地域福祉課や地域包括支援センター、ケアマネジャーにご相談ください。
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